
議案第６号 

斑鳩町地域交流館設置条例の一部を改正する条例 

【議案提出担当課：総務課】 

 

斑鳩町地域交流館について、龍田西地区地域交流館を新たに設置し、斑鳩町地域交

流館として位置付けるため、本条例において所要の改正を行うものであります。 

  

１．改正内容（第２条の改正規定） 

  地域交流館の名称及び位置の表に、龍田西地区地域交流館を追加します。 

   

（改正前） 

名称 位置 

斑鳩町法隆寺五丁地区地域交流館 斑鳩町法隆寺東１丁目４番６号 

    

  （改正後） 

名称 位置 

斑鳩町法隆寺五丁地区地域交流館 斑鳩町法隆寺東１丁目４番６号 

斑鳩町龍田西地区地域交流館 斑鳩町龍田西７丁目４番１７号 

 

２．施行期日 

 この条例は、令和６年５月１日から施行します。 

 

 

 


